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議 事 録  

  

１ 会議名称  

  令和３年度第２回滝沢市行政情報公開・個人情報保護運営審議会  

   

２ 開催方法  

  岩手緊急事態宣言が発出されたことに伴う新型コロナウイルス感染症対策のため、書

面により開催  

  

３ 委 員 

  松 下 壽 夫  

  高 橋   耕  

  三田地 宣 子  

  石 堂   淳  

  内 田   浩  

  主 浜 照 風  

 

４ 事務局及び関係課等  

（１）事務局  

   企画総務部総務課  

（２）関係課等  

諮問第１号 健康福祉部健康づくり政策課  

諮問第２号 経済産業部観光物産課  

諮問第３号 上下水道部下水道課  

諮問第４号 選挙管理委員会事務局  

 

５ 議  事  

  諮問第１号 個人情報取扱事務の委託の内容の変更について（健康福祉部健康づくり

政策課）  

  諮問第２号 個人情報取扱事務の委託の内容の変更について（経済産業部観光物産課

） 

  諮問第３号 個人情報取扱事務の委託について（上下水道部下水道課）  

  諮問第４号 個人情報取扱事務の委託について（選挙管理委員会事務局）  

  

６ 会議状況（要点筆記）  

諮問第１号から諮問第４号まで諮問された事項の全てを承認又は追認し、その旨を答

申することとされた。各議事における質疑等は、次のアからエまでのとおり。  

ア 諮問第１号 個人情報取扱事務の委託の内容の変更について（健康福祉部健康づくり

政策課）  
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質疑なし  

イ 諮問第２号 個人情報取扱事務の委託の内容の変更について（経済産業部観光物産課   

     ） 

委 員  委託経費はそれぞれどれ位になるのでしょうか。  

担当課  サイト利用料として寄附額に対し、ふるさとチョイス（トラストバンク

）が５．００％、楽天（楽天グループ㈱）が５．１０％、ふるなび（㈱

アイモバイル）が１０．００％掛かります。  

また、決済手数料として１．００～３．５０％（決済方法により変動）

掛かります。  

さとふる（㈱さとふる）については、サイト利用料及び決済手数料とし

て１２．００％掛かります。  

なお、既に答申いただいており今回の諮問では変更していない部分です

が、滝沢市観光協会へ委託している返礼品調達等の委託料は、返礼品調

達額の１０．００％となっております。  

 

ウ 諮問第３号 個人情報取扱事務の委託について（上下水道部下水道課）  

質疑なし  

 

エ 諮問第４号 個人情報取扱事務の委託について（選挙管理委員会事務局）  

質疑なし  

 

７ 会議資料  

  基礎資料１  滝沢市行政情報公開条例（平成９年滝沢村条例第８号）  

  基礎資料２  滝沢市個人情報保護条例（平成９年滝沢村条例第９号）  

  基礎資料３  市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱（平成１０年滝沢村

告示第５０号）  

  諮問第１号  個人情報取扱事務の委託の内容の変更について（健康福祉部健康づく

り政策課）  

  諮問第２号  個人情報取扱事務の委託の内容の変更について（経済産業部観光物産

課）  

  諮問第３号  個人情報取扱事務の委託について（上下水道部下水道課）  

  諮問第４号  個人情報取扱事務の委託について（選挙管理委員会事務局）  

 

 





 

 

諮問第１号  

 

   個人情報取扱事務の委託の内容の変更について  

 

 次のとおり個人情報取扱事務の内容を変更することについて、滝沢市個人情報保護条例

（平成９年滝沢村条例第９号）第１１条第１項の規定により滝沢市行政情報公開・個人情

報保護運営審議会の意見を求める。  

  

  令和３年９月１４日提出  

 

滝沢市長 主濱 了  

 

１ 個人情報取扱事務の名称及び内容  

（１）名称  

   健幸政策ＳＷＣ－ＡＩ事業  

（２）内容  

   市民が加入する社会保険（国民健康保険、健康保険（予定）及び後期高齢者医療制

度）で管理される特定健診データ、特定保健指導データ、医療保険レセプトデータ等

並びに介護認定データ、介護保険データ、ライフスタイルアンケート等のデータを紐

づけて分析用データ作成し、作成した分析用データから市の健康課題及び健康都市の

考え方に基づく分析並びに分析課題を解決することに向けた施策分析等を実施するも

の。 

 

２ 委託の変更について 

（１）変更の理由  

  ア 市民がより容易に回答できるよう、ライフスタイルアンケートのＷＥＢ上での回

答を可能とするため。  

  イ ライフスタイルアンケートの内容を変更し、市の健康課題に対する原因把握等よ

り詳細な分析を行うため。  

（２）変更の内容  

  ア 令和３年３月１９日審議会承認第２号により、滝沢市行政情報公開・個人情報保

護運営審議会の承認を得た委託業務の内容に、ライフスタイルアンケートのＷＥ

Ｂ回答フォームの作成及び集計を追加するもの。  

  イ ライフスタイルアンケートの内容変更により、新たな個人情報の取扱いが増えた

ことから委託に含まれる個人情報を追加するもの。 

 

３ 所管課 

  健康福祉部健康づくり政策課  

 

４ 個人情報取扱事務の委託について  
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（１）委託先  

   株式会社 つくばウエルネスリサーチ  

（２）委託の内容  

ア 委託する内容  

（ア）市民が加入する社会保険（国民健康保険、健康保険（予定）及び後期高齢医療

制度）で管理される特定健診データ、特定保健指導データ、医療保険レセプト

データ等並びに介護認定データ、介護保険データ、ライフスタイルアンケート

等のデータを基に市の健康課題及び健康都市の考え方に基づく分析並びに分析

課題を解決することに向けた適切な施策提案等を行う。  

（イ）ライフスタイルアンケートの回答率を上げるため、ライフスタイルアンケート

の回答のＷＥＢフォームを作成し、市民から回答のあった者の回答結果を市へ

提供する。  

イ 委託に含まれる個人情報  

    整理番号、性別、生年月日・年齢、健康状況、身体状況、地域、社会保険加入状

況、職歴、学歴、社会状況、収入、財産状況、病歴、家庭状況、居住状況及び趣

味・嗜好  

なお、整理番号、性別、生年月日・年齢、健康状況及び身体状況は令和３年３

月１９日付審議会承認第２号にて滝沢市行政情報公開・個人情報保護運営審議会

の承認済。  

ウ 市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱（平成１０年滝沢村告示第５０

号）別表第８の該当  

有り（調査分析委託、記録ビデオ、写真集、出版物製作委託）  

（３）委託の条件  

   委託業務においては、市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱別表第９の

規定に従い、仕様書の変更に関する変更契約を締結する。  

   委託業務は専門性が高い分析を行うため、業務の一部を再委託する可能性がある。

その場合における個人情報の取扱いについては、委託先との契約に関する仕様書の範

囲内で個人情報を利用することとし再委託に際しては、委託先から市に対して書面で

の承認を得ることとし、再委託先へ市と委託先との契約に関する仕様書を遵守するこ

とを徹底させる。  

（４）委託の開始時期  

   令和３年３月１９日付審議会承認第２号による委託については、令和３年５月２６

日から実施済み。  

   変更内容については、令和３年７月１４日から実施済み。  
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H28.1改正様式
様式（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

■ □ ■

■ □ ■

■ ■ □

■ ■ □

■ □ □

□ □ □

□ □ □ 〔〔〕 〕

□ ■ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ ■ □

■ ■ □

□ ■ □

■ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 ■ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

■ ■

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□

〔 〕

■ 第 号 〕

〕

第 号 〕

無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有 〔審議会承認 第

〔省略の場合：審議会承認 2 平成10年3月23日

電子計算機処理の有無

□ 有
システム名称
等

■ 無

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

号 〕 □

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔 2 平成10年3月23日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

犯罪歴〔

■ 無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

法令等〔

障害 趣味・嗜好 学業成績

身体状況

健康状況 家庭状況 各種試験成績

病歴 居住状況 勤務成績

社会保険加入状況

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ　知識、技術及び能力に関
する情報

学歴 取引状況

性別 資格 公的扶助

婚姻暦

地域

続柄 社会活動状況

親族関係

収入

氏名 役職・地位 財産状況

住所 職歴 納税額等状況

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

市民が加入する国民健康保険、健康保険（予定）、後期高齢者医療制度及び介
護保険並びに介護認定、ライフスタイルアンケート等

個人情報を取り扱う目的 市の健康課題解決に向けた分析を行うため

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先

電話番号 団体加入 負債状況

国籍・本籍 賞罰

生年月日・年齢

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

健幸政策ＳＷＣ－ＡＩ事業
市民が加入する国民健康保険、健康保険（予定）及び後期高齢者医療制度において管理されてい
る特定検診データ、特定保健指導データ、医療保険レセプトデータ等及び介護認定データ、介護
保険データ、ライフスタイルアンケート等のデータから市の健康課題の把握及び原因分析、健幸
都市の考え方に基づく分析等を行い、その結果から導き出される市の健康課題を解決するための
施策の検討をするもの。

昭和 令和 3 4 1
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H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認）第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

□ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ ■ 年 □

審議会報告

移管前の課等 縦覧開始日

個人情報保護管理責任者 健康づくり政策課長　

所管課等

健康づくり政策課 登録番号 413

登録年月日 令和3年3月19日

事務移管日

個人情報取扱事務の委託 2 令和3年3月19日

公文書の保管期間 長期 5 随時廃棄

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

〔省略の場合：審議会承認

条例第８条第１項第４号（審議会承認）

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

〔本人への通知：

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）
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H28.1改正様式

№

□ □ □

■

□ □ 〔 〕

■ □ □

■

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

2 ライフスタイルアンケート情報

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 社会保険データ

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 健幸政策ＳＷＣ－ＡＩ事業

所管課等 健康づくり政策課
登録番号

413
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滝沢市

健幸政策ＳＷＣ-ＡＩ事業フロー 資料１

②
個
人
情
報
の
提
供

⑥
個
人
情
報
の
提
供

⑨
分
析
結
果
の
報

告
及
び
施
策
案

の
提
案

全国健康保険協会岩手県支部
岩手県国民健康保険団体連合会
岩手県後期高齢者医療広域連合

健康づくり政策課
収集及び委託先に提供する個人情報

・整理番号・生年月日・年齢・性別・健康状況・身体状況
・地域・社会保険加入状況・職歴・学歴・社会状況・収入
・財産状況・病歴・課提供状況・居住状況及び趣味・嗜好

委託先業者

提供を受けた個人情
報について、

健康都市の考え方に
基づいた分析を行う。

⑩健康課題の解決に向けた施策の検討等

保険年金課
（国民健康保険）
高齢者支援課
（介護保険）
保険年金課
（後期高齢者医療制度）

再委託先業者

専門部分の分析
を行う。

⑦
個
人
情
報
の
提
供

⑧
分
析
結
果
を
提
供

①
個
人
情
報
の
提
供

④
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

③
ア
ン
ケ
ー
ト
送
付

④
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

アンケート対象市民

アンケート
回答WEB
サイト

⑤
ア
ン
ケ
ー
ト
提
供
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                  ◆
過
去

1
年
以
内
に
計
測
し
た
値
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

１
．
あ
な
た
の
「
運
動
習
慣
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
は
い
 

い
い
え
 

①
1
回

30
分
以
上
の
軽
く
汗
を
か
く
運
動
を
、
週

2
日
以
上
実
施
し
て
い
ま
す
か
 

１
 

２
 

②
日
常
生
活
に
お
い
て
歩
行
又
は
同
等
の
身
体
活
動
を

1
日

1
時
間
以
上
 

(約
7,
00
0～

8,
00
0
歩

/日
程
度

)実
施
し
て
い
ま
す
か
 

１
 

２
 

③
ほ
ぼ
同
じ
年
代
の
同
性
と
比
較
し
て
、
歩
く
速
度
が
速
い
で
す
か
 

１
 

２
 

④
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

1
週
間
あ
た
り
に
何
日
行
っ
て
い
ま
す
か
 
１
. 
週

3
日
以
上
 
２

. 
週

1～
2
日
 

３
. 
そ
れ
未
満
 

⑤
日
常
生
活
の
主
な
移
動
手
段
は
ど
れ
で
す
か
 

１
．
徒
歩
 

２
．
自
転
車
 

３
．
バ
ス
 

４
．
電
車
（
鉄
道
）
 

５
．
バ
イ
ク
 

６
．
ク
ル
マ
 

７
．
そ
の
他
 

２
．
「
健
康
に
関
す
る
情
報
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
そ
う
思
う
 

←
 

ど
ち
ら
と
も
 

言
え
な
い
 

→
 

そ
う
 

思
わ
な
い
 

①
健
康
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
の
情
報
を
得
た
い
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

②
健
康
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
情
報
を
得
た
い
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
健
康
情
報
を
、
自
分
の
健
康
づ
く
り
に
 

当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

④
健
康
情
報
を
、
自
分
の
健
康
づ
く
り
に
活
用
 

で
き
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

３
．
「
日
常
の
食
事
の
と
り
方
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
は
い
 

い
い
え
 

①
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
の
同
性
と
比
較
し
て
、
健
康
に
気
を
付
け
た
食
事
を
 

心
が
け
て
い
ま
す
か
 

１
 

２
 

②
野
菜
料
理
と
主
菜
（
お
肉
ま
た
は
お
魚
）
を
両
方
と
も
毎
日

2
回
以
上
は
 

食
べ
て
い
ま
す
か
 

１
 

２
 

③
「
さ
き
い
か
」
、
「
た
く
あ
ん
」
く
ら
い
の
固
さ
の
食
品
を
普
通
に
 

噛
み
切
れ
ま
す
か
 

１
 

２
 

④
お
茶
や
汁
物
で
む
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
 

１
 

２
 

⑤
1
日
に

1
回
以
上
は
、
誰
か
と
一
緒
に
食
事
を
し
ま
す
か

 
１
 

２
 

４
．
「
あ
な
た
の
住
ん
で
い
る
地
域

(
自
治
会
の
範
囲

)」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
(
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○

) 

 
そ
う
思
う
 

←
 

ど
ち
ら
と
も
 

言
え
な
い
 

→
 

そ
う
 

思
わ
な
い
 

①
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
人
々
は
協
力
的
だ
と
思
う
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

②
自
宅
周
辺
の
地
域
に
は
、
協
力
し
た
り
、
 

相
談
し
た
り
、
頼
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
自
宅
周
辺
の
地
域
は
、
住
み
や
す
い
と
思
う
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

５
．
「
あ
な
た
の
日
々
の
活
動
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
い
つ
も
し
て
い
る

 /
 

時
々
し
て
い
る
 

し
て
い
な
い
 

 
 

 

①
給
料
や
報
酬
が
発
生
す
る
仕
事

 
１
 

２
 

②
社
会
的
活
動
：
地
域
行
事
（
お
祭
り
や
盆
踊
り
）
、
老
人
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
、

町
内
会
・
自
治
会
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
 

１
 

２
 

③
個
人
的
活
動
：
趣
味
活
動
、
学
習
活
動
、
知
人
を
訪
問
、

 
ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど
 

１
 

２
 

６
．
「
自
宅
か
ら

1
5
分
程
度
で
歩
い
て
い
け
る
範
囲
の
環
境
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
あ
て
 

は
ま
る
 

←
 

ど
ち
ら
と
も
 

言
え
な
い
 

→
 

あ
て
は
ま
 

ら
な
い
 

①
歩
道
は
、
歩
く
の
に
十
分
な
広
さ
が
あ
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

②
道
や
通
り
は
、
交
通
量
が
多
く
危
険
を
感
じ
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
道
や
通
り
は
、
街
灯
が
少
な
く
、
夜
間
に
外
を
 

歩
く
の
に
危
険
を
感
じ
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

④
歩
い
て
い
る
人
を
良
く
見
か
け
る
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑤
道
や
通
り
は
、
景
観
が
よ
い

 
１

 
２

 
３

 
４
 

５
 

７
．
「
普
段
の
生
活
活
動
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
は
い
 

い
い
え
 

①
昨
年
と
比
べ
て
外
出
の
回
数
が
減
っ
て
い
ま
す
か
 

１
 

２
 

②
自
分
が
活
気
に
溢
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
 

１
 

２
 

③
何
よ
り
ま
ず
、
物
忘
れ
が
気
に
な
り
ま
す
か
 

１
 

２
 

身
長
 

 
 
 

 
．

 
 
c
m 

体
重
 

 
 
 

 
 
．
 
 

kg
 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ア
ン
ケ
ー
ト

 
 

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 

 
 

滝
沢
市
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
収
集
さ
れ
る
個
人
情
報
の
利
用
に
関
し
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
い
た
し
ま
す
。

 
 ・個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（平

成
15
年

5月
30
日
法
律
第

57
号
）に
基
づ
き
、
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
取
得
し
た
市
民
の
個
人

情
報
等
を
、
施
策
の
効
果
検
証
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
調
査
分
析
に
必
要
な
範
囲
で
利
用
し
ま
す
。

 

・取
得
し
た
個
人
情
報
は
、
住
民
の
健
康
度
評
価
な
ど
を
目
的
と
し
た
範
囲
内
で
、
健
診
、
保
健
指
導
、
医
療
レ
セ
プ

ト
、
介
護
関
係
等
の
情
報
と
の
連
携
に
よ
る
統
計
処
理
を
行
う
た
め
に
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
を
特
定
で
き

る
形
で
利
用
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 利
用
目
的
 

・
滝
沢
市
が
実
施
す
る
「
健
康
づ
く
り
調
査
分
析
事
業
」
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
健
康
づ
く
り
施
策
の

効
果
検
証
や
健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
施
策
の
立
案
な
ど
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
 

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意

 

私
は
、
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
上
記
の
と
お
り
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
 

 

同
意
し
ま
す
 
 
 
 
 
 
同
意
し
ま
せ
ん
（
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
は
不
要
で
す
）
 

資
料
２
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裏
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

８
．
「
あ
な
た
の
生
活
の
状
況
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
い
つ
も
 

ほ
と
ん
ど
 

い
つ
も
 

半
分
よ
り
 

や
や
多
く
 

半
分
よ
り
 

や
や
少
な
く
 

ほ
ん
の
 

た
ま
に
 

全
く
な
い
 

①
明
る
く
、
楽
し
い
気
分
で
過
ご
し
た
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

②
落
ち
着
い
た
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
分
で
 

過
ご
し
た
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

③
意
欲
的
で
、
活
動
的
に
過
ご
し
た
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

④
ぐ
っ
す
り
休
め
、
気
持
ち
よ
く
目
覚
め
た
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

⑤
日
常
生
活
の
中
に
、
興
味
の
あ
る
こ
と
が
 

た
く
さ
ん
あ
っ
た
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

９
．
「
あ
な
た
の
世
帯
の
状
況
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
 

①
ご
自
身
を
含
め
て
何
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
か
（
あ
て
は
ま
る
数
字
を
記
入
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
人
 

②
あ
な
た
の
婚
姻
状
況
は
、
以
下
の
ど
れ
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字

1
つ
に
○
）
 

１
．
配
偶
者
が
い
る
（
内
縁
を
含
む
）
 

２
．
死
別
 

３
．
離
別
 

４
．
未
婚
 

５
．
そ
の
他
 

③
あ
な
た
の
最
終
学
歴
に
つ
い
て
、
以
下
の
ど
れ
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字

1
つ
に
○
）
 

１
．
小
学
校
・
 

中
学
校
卒
 

２
．
高
校
卒
 

３
．
専
修
・
 

専
門
学
校
卒
 

４
．
短
大
・
 

高
専
卒
 

５
．
大
学
卒
 

６
．
大
学
院
卒
 

１
０
．
「
人
と
の
会
話
の
頻
度
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

 
毎
日
 

週
5～

6
日
 

週
3～

4
日
 

週
1～

2
日
 
ほ
と
ん
ど
な
い
 

①
家
族
と
直
接
会
っ
て
の
会
話

 
１

 
２
 

３
 

４
 

５
 

②
家
族
以
外
と
直
接
会
っ
て
の
会
話
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
電
話
や
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ
(ﾗ
ｲﾝ
通
話
や
ｽﾞ
ｰﾑ
等

)で
の
会
話
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

１
１
．
「
あ
な
た
の
健
康
状
態
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）
 

１
. 

よ
い
 

２
. 
や
や
よ
い
 

３
. 

ふ
つ
う
 

４
. 
あ
ま
り
よ
く
な
い
 

５
. 
よ
く
な
い
 

１
２
．
あ
な
た
は
ど
の
程
度
生
き
が
い
（
喜
び
や
楽
し
み
）
を
感
じ
て
い
ま
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
）

 

１
．
十
分
 

感
じ
て
い
る
 

２
．
や
や
 

感
じ
て
い
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
 

い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
 

感
じ
て
い
な
い
 

５
．
全
く
 

感
じ
て
い
な
い
 

１
３
．
「
あ
な
た
の
経
済
状
況
」
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

(あ
て
は
ま
る
数
字
１
つ
に
○
) 

 
大
変
 

苦
し
い
 

や
や
 

苦
し
い
 

ふ
つ
う
 

や
や
ゆ
と

り
が
あ
る
 

大
変
ゆ
と
り
 

が
あ
る
 

①
あ
な
た
が

15
歳
当
時
の
生
活
程
度
は
、
世
間
一
般
か
ら

み
て
、
ど
れ
に
入
る
と
思
い
ま
す
か
。
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

②
現
在
の
暮
ら
し
の
状
況
を
経
済
的
に
み
て
、
ど
う
感
じ
て
 

い
ま
す
か
。
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
 
 
 
 

 

  

  

   

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
ご
協
力
の
お
願
い
 

平
素
は
、
滝
沢
市
の
健
康
づ
く
り
施
策
の
推
進
に
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

さ
て
、
少
子
高
齢
・
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
る
中
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
「
健
康
」
で
あ
る
こ
と
は
市
民
一

人
ひ
と
り
に
と
っ
て
の
幸
せ
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
に
と
っ
て
も
市
全
体
に
と
っ
て
も
極
め
て
大
切
な
こ

と
で
す
。
 

滝
沢
市
で
は
、
市
民
が
健
康
で
幸
せ
な
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
健
康
づ
く
り
に
つ
な
が
る
施
策
を
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
科
学
的
な
根

拠
に
基
づ
い
て
総
合
的
な
健
康
ま
ち
づ
く
り
施
策
を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
心
身
の
健
康
状
態
や
生
活
ス
タ
イ
ル
、
ま
ち
の
環
境
や
医
療
費
の
動
向
等
、
市

の
健
康
に
関
わ
る
現
状
を
総
合
的
に
把
握
す
る
た
め
、
市
全
体
で

4,
00
0
人
規
模
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

つ
き
ま
し
て
は
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
滝
沢
市
長

 
 
主
濱

 
了

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問
い
合
わ
せ
・
担
当
課

 
滝
沢
市
 
健
康
づ
く
り
政
策
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
電
話
 
65
6-
13
77
）
 

 


 
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
方
法

 

令
和
３
年
８
月
３
１
日

ま
で
に
以
下

1・
2
か
ら
い
ず
れ
か
で
ご
回
答
願
い
ま
す
。
 

 

   

自
治
体
番
号
-整

理
番
号
 

0
3
2
1
6－

 

滝
沢
市
民
の
皆
さ
ま
へ

 

1
. 
本
ア
ン
ケ
ー
ト
書
面
に
直
接
記
入
の
上
、
返
送
用
封
筒
に
て
返
送
を
お
願
い
し
ま
す
。 

（
切
手
は
不
要
で
す
）

 

2
.
本
ア
ン
ケ
ー
ト
書
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
Q
R
コ
ー
ド
」
を
読
み
取
り
 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
て
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

  

8
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e
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 r
e
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2
0
2
1
年

2
月

㈱
つ
く
ば
ウ
エ
ル
ネ
ス
リ
サ
ー
チ

滝
沢
市

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
を
用
い
た
課
題
の
原
因
分
析

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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©
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s
u
k
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A
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g

h
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 r
e
s
e
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e
d
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「健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
」
開
発
の
経
緯

➢
筑

波
大

学
・つ

くば
ウ

エ
ル

ネ
ス

リ
サ

ー
チ

を
中

心
と
し

た
開

発
チ

ー
ム

は
、
5
6
0
万
人
の
健
診
・
医
療
レ
セ
プ
ト
等
の
デ
ー
タ
か
ら
健
康
課
題
の
原
因
分

析
を

実
施

し
、
数

十
万

人
の

施
策

参
加

者
の

縦
断

的
健

康
・医

療
デ

ー
タ

か
ら

施
策

効
果

の
検

証
を

可
能

と
す

る
”健

幸
ク

ラ
ウ

ド
”を

開
発

し
た

（
2
0
1
3
年

）
➢

さ
ら

に
、
健

幸
ク

ラ
ウ

ド
を

基
盤

に
、
我

が
国

で
初

め
て
健
康
課
題
の
将
来
予
測
や
費
用
対
効
果
の
高
い
保
健
施
策
を
提
示

す
る
「健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
」を

開
発

し
た

（
2
0
2
0
年

・筑
波

大
学
/つ

くば
ウ

エ
ル

ネ
ス

リ
サ

ー
チ
/N
T
T
デ

ー
タ

研
究

所
）

◼
1
7
自

治
体

の
国

保
・協

会
け

ん
ぽ

・後
期

高
齢

者
保

険
に

お
け

る
健

診
・医

療
レ

セ
プ

ト
・介

護
レ

セ
プ

ト
・ラ

イ
フ
ス

タ
イ

ル
デ

ー
タ

を
一

元
化

す
る

こ
と
に

成
功

⇒
現
状
評
価
及
び
将
来
予
測
が
で
き
る
環
境
を
整
備
。

◼
6
市

連
携

イ
ン

セ
ン

テ
ィ
ブ

を
活

用
し

た
大

規
模

社
会

実
験

の
実

施
（
2
0
1
4
～
2
0
1
6
）

◼
健

康
無

関
心

層
対

策
と
し

て
口

コ
ミ
隊

で
あ

る
健

幸
ア

ン
バ

サ
ダ

ー
の

養
成

（
2
0
1
6
～

）
◼

複
数

自
治

体
連

携
に

よ
る

ソ
ー

シ
ャ
ル

イ
ン

パ
ク

ト
ボ

ン
ド

（
S
IB
)開

始
(2
0
1
8
～
)

⇒
各
施
策
の
医
療
費
・
介
護
給
付
費
適
正
化
効
果
を
算
出
が
可
能


蓄

積
し

た
各

種
デ

ー
タ

、
有

識
者

の
健

康
政

策
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ
ン

グ
ノ
ウ

ハ
ウ

、
健

康
政

策
に

か
か

る
エ

ビ
デ

ン
ス

を
A
I開

発
に

活
用


最

先
端

の
A
I技

術
を

活
用

し
て

、
効

果
的

な
健

康
政

策
を

提
示

す
る

こ
と
に

成
功

（
2
0
1
7
～
2
0
1
9
）

⇒
人
的
・
財
源
負
担
の
減
少
等
、
A
I
が
適
切
な
施
策
を
提
示

2

1
7
自

治
体

5
年

分
5
万

件

主
な

調
査

項
目

・運
動

習
慣

・食
習

慣
・ﾍ

ﾙｽ
ﾘﾃ

ﾗｼ
ｰ

・ｿ
ｰｼ

ｬﾙ
ｷｬ

ﾋﾟ
ﾀﾙ

・社
会

的
活

動
・近

隣
環

境
e
tc

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

ア
ン
ケ
ー
ト

■
e
-w
e
ll
n
e
s
s

(I
C
T
に

よ
る

個
別

運
動

処
方

サ
ー

ビ
ス
)

・8
1
自

治
体

が
利

用
・累

計
8
.2

万
人

(歩
数

・体
組

成
等
)

■
介

入
に

よ
る

医
療

費
・介

護
給

付
費

へ
の

影
響

に
関

す
る

デ
ー

タ

■
歩

数
の

増
加

と
医

療
費

の
抑

制
効

果
e
tc

介
入
デ
ー
タ

2
0
1
7
～
2
0
1
9
年

度
A
M
E
D

で
以

下
の
A
Iを

開
発

・健
康

課
題

の
原

因
の

特
定

・政
策

パ
ッ
ケ

ー
ジ

の
提

案

+
健

幸
ク

ラ
ウ

ド
(2
0
1
2
年

～
)

1
7
自

治
体

国
保

、
後

期
高

齢
、

協
会

け
ん

ぽ
・個

人
属

性
情

報
・健

診
、
保

健
指

導
デ

ー
タ

・医
療

保
険

レ
セ

プ
ト

・介
護

保
険

レ
セ

プ
ト

・介
護

認
定

デ
ー

タ

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
健
幸
ク
ラ
ウ
ド
の

開
発
・
実
証

（
2
0
1
2
・
2
0
1
3
）

大
規
模

実
証
実
験
の
実
施

（
2
0
1
4
～
）

自
治
体
向
け
A
I
の

開
発

（
2
0
1
7
～
）

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

S
W

C
-A

I
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
の
一
例

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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健
康
課
題
の
原
因
分
析
を
行
う
「健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
」

3

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
は
国
保
・
介
護
・
後
期
高
齢
デ
ー
タ
に
加
え
て
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
調
査
デ
ー
タ
（
特
定
健
診
標
準
質
問
票
・
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
）
を
一
元
化
処
理
し
、
健
康
課
題
が
生
じ
る
「原
因
」を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
（
匿
名
化
な
ど
）
＋
デ
ー
タ
の
一
元
化
処
理

自
治
体
が
管
理
し
て
い
る
デ
ー
タ
(
K
D
B
デ
ー
タ
)

国
民

健
康

保
険

デ
ー

タ
介

護
保

険
デ

ー
タ

健
診

・指
導

デ
ー

タ

協
会
け
ん
ぽ
が

管
理
し
て
い
る
デ
ー
タ

協
会

け
ん

ぽ
デ

ー
タ

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
が
管
理
し
て
い
る
デ
ー
タ

後
期

高
齢

者
デ

ー
タ

住
民
の
ﾗｲ
ﾌｽ
ﾀｲ
ﾙに
関
す
る
デ
ー
タ

都
市
・
政
策

デ
ー
タ

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

デ
ー
タ

住
民

の
生

活
習

慣
を

も
と
に

、
統

計
学

的
な

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ッ
ク

ス
型

の
A
I技

術
「ベ

イ
ジ

ア
ン

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

」を
用

い
て
健
康
課
題
の
原
因
候
補

を
抽

出

現
状
分
析

「現
状

・将
来

分
析
A
I」

等
の

結
果

を
踏

ま
え

て
、
健
康
課
題

の
原
因
に
対
応
す
る
施
策
を
提
案

。
施

策
の

実
施

後
に

は
、

統
計

的
に

施
策

効
果

を
評

価
し

、
効

果
の

高
い

事
業

の
拡

大
・継

続
を

支
援

原
因
・
将
来
分
析

適
切
な
施
策
提
案

医
療

費
・介

護
費

の
地

区
別

分
析

や
、
自

治
体

の
都

市
デ

ー
タ

に
健

康
や

福
祉

に
関

す
る

オ
ー

プ
ン

デ
ー

タ
を

追
加

し
、
総
合
的
な
健
幸

都
市
度
を
算
出

課
題
発
見

原
因
将
来
分
析

A
I

モ
デ
ル
立
案
支
援

施
策
評
価

A
I

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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4

健
康
政
策

S
W

C
-A

I
と
K
D
B
シ
ス
テ
ム
の
違
い

②
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
経
験
が
豊
富
な
弊
社
の
デ
ー
タ
ア
ナ
リ
ス
ト
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
分
析

・保
健

指
導

の
タ

ー
ゲ

ッ
ト

を
定

め
る

た
め

に
は

、
デ

ー
タ

の
分

析
結

果
を

も
と
に

、
健

康
課

題
が

生
じ

る
原

因
を

把
握

し
、
そ

の
原

因
に

適
切

な
施

策
の

立
案

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
デ

ー
タ

分
析

ス
キ

ル
を

有
し

た
自

治
体

専
門

職
（

保
健

師
等

）
が

不
足

す
る

中
、
そ

の
対

応
は

課
題

と
な

り
ま

す
。

・S
W
C
-A
Iは

、
A
Iを

活
用

し
て

原
因

を
導

き
出

し
、
さ

ら
に

自
治

体
専

門
職

の
経

験
と
併

せ
、
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
お

よ
び

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（

保
健

師
等

）
が

分
析

結
果

を
読

み
取

り
自

治
体

に
提

示
し

ま
す

。
よ

っ
て

、
専

門
職

の
人

材
不

足
・ス

キ
ル

不
足

に
も

対
応

で
き

る
仕

組
み

で
す

。

①
現
象
の
み
な
ら
ず
地
域
の
健
康
課
題
の
”
原
因
”
特
定
が
可
能

・K
D
B
が

保
有

す
る

デ
ー

タ
は

医
療

・介
護

・健
診

デ
ー

タ
に

限
ら

れ
、
疾

病
の

原
因

分
析

を
す

る
た

め
の

項
目

が
な

い
こ

と
か

ら
、
地

域
の

健
康

課
題

が
生

じ
る

原
因

を
把

握
す

る
こ

と
が

困
難

で
す

。
・S
W
C
-A
Iは

、
K
D
B
デ

ー
タ

に
加

え
、
都

市
デ

ー
タ

、
ラ

イ
フ
ス

タ
イ

ル
ア

ン
ケ

ー
ト

を
用

い
て

取
得

し
た

住
民

の
健

康
状

態
・生

活
習

慣
・生

活
環

境
デ

ー
タ

を
網

羅
的

に
分

析
し

、
A
I技

術
（

ベ
イ

ジ
ア

ン
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）

を
用

い
て

健
康

課
題

が
生

じ
る

原
因

を
導

き
だ

す
こ

と
が

可
能

で
す

。

➂
統
計
手
法
を
用
い
た
事
業
評
価
＆
成
果
が
期
待
で
き
る
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
提
案

・事
業

評
価

は
参

加
者

の
健

診
・レ

セ
プ

ト
デ

ー
タ

の
変

化
の

確
認

だ
け

で
な

く、
統

計
手

法
の

も
と
、
効

果
の

有
無

を
判

断
す

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
・ま

た
、
保

健
事

業
全

体
の

見
直

し
を

す
る

た
め

に
は

、
施

策
全

般
に

対
し

て
効

果
シ

ミ
ュ
レ

ー
シ

ョン
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
・S
W
C
-A
Iは

、
事

業
参

加
群

に
対

し
て

対
照

群
を

設
定

し
、
そ

の
効

果
を

統
計

手
法

を
用

い
て

評
価

。
ま

た
、
こ

れ
ま

で
の

エ
ビ

デ
ン

ス
よ

り
成

果
の

期
待

で
き

る
政

策
パ

ッ
ケ

ー
ジ

の
提

案
を

可
能

と
し

ま
す

。

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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5

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
と
K
D
B
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
違
い

S
W

C
-A

I
K
D
B
（
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

現
行

※
拡
張
予
定

・健
康

都
市

度
の

算
出

・全
国

、
同

規
模

自
治

体
と
の

医
療

、
介

護
デ

ー
タ

の
比

較

・疾
病

医
療

費
の

地
区

別
比

較
/マ

ッ
ピ

ン
グ

〇 〇

〇
/〇

× 〇

△
/×

× 〇

△
/×

・医
療

費
、
介

護
費

が
高

額
と
な

る
健

康
課

題
の

把
握

・健
康

課
題

に
応

じ
た

保
健

事
業

タ
ー

ゲ
ッ
ト

層
の

抽
出

・健
康
課
題
が
生
じ
る
原
因
と
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
抽
出

〇 〇 〇

〇 〇 ×

〇 〇 ×

・将
来

的
に

医
療

、
介

護
に

至
る

要
因

の
抽

出

・施
策

実
施

に
よ

る
医

療
費

適
正

化
予

測

〇 〇

× ×

× ×

・取
り
組
む
べ
き
健
康
課
題
の
優
先
順
位
付
け

・健
康

課
題

の
原

因
に

応
じ

た
健

康
づ

くり
施

策
の

提
案

〇 〇

× ×

△ ×

・施
策

効
果

の
検

証

・施
策

費
用

対
効

果
の

信
頼

性
の

高
い

因
果

効
果

の
推

定

・保
健

事
業

の
ｽｸ

ﾗｯ
ﾌﾟ

＆
ﾋﾞ

ﾙﾄ
ﾞ

〇 〇 〇

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
が
ｻ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ

× × ×

△ × △

△
：
職
員
が
実
施

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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S
W

C
-A

I
は
健
康
都
市
の
評
価
に
必
要
な
指
標
を
網
羅

6
崔

ら
（
2
0
1
8
）

を
一

部
改

変
し

て
作

成

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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a
 W

e
lln

e
ss

 R
e
se

a
rc

h
, 

In
c.

 A
ll 

ri
g
h
ts

 r
e
se

rv
e
d
. 

7

A
I
技
術
を
活
用
し
た
原
因
分
析
の
意
義

従
来
の
分
析

健
康

課
題

の
発

生
状

況
を

提
示

⇒
「な

ぜ
」健

康
課

題
が

発
生

す
る

の
か

が
わ

か
ら

な
い

⇒
健

康
課

題
を

解
決

す
る

た
め

の
具

体
策

が
わ

か
ら

な
い

A
I
技
術
を
活
用
し
た
原
因
分
析

健
康

課
題

の
発

生
と
ラ

イ
フ
ス

タ
イ

ル
の
因
果
関
係

を
提

示
⇒

健
康

課
題

の
「原

因
」と

な
る

生
活

習
慣

・生
活

環
境

が
わ

か
る

⇒
具

体
的

に
生

活
習

慣
を

改
善

す
る

た
め

の
施

策
を

検
討

で
き

る

A
I
技
術
「ベ
イ
ジ
ア
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」を
活
用
す
る
こ
と
で
、
健
康
課
題
の
発
生
と
住
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
（
生
活
習
慣
・
生
活
環
境
・
健
康
リ
テ

ラ
シ
ー
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
な
ど
）
と
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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C
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 T

su
ku

b
a
 W

e
lln

e
ss

 R
e
se

a
rc

h
, 

In
c.

 A
ll 

ri
g
h
ts

 r
e
se

rv
e
d
. 

8

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
に
よ
る
分
析
・
評
価
①

自
治
体
の
健
康
都
市
度
を
評
価

健
康
指
標
の
他
自
治
体
比
較

市
町

村
ご

と
に

健
康

関
連

指
標

を
網

羅
的

に
見

え
る

化
⇒

介
入

す
べ

き
健

康
課

題
の

優
先

順
位

付
け

が
で

き
る

指
標

ご
と
に

同
規

模
自

治
体

と
比

較
し

た
ラ

ン
キ

ン
グ

を
作

成
⇒

課
題

解
決

に
向

け
て

参
考

に
な

る
自

治
体

が
わ

か
る

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り

16



C
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 T

su
ku

b
a
 W

e
lln

e
ss

 R
e
se

a
rc

h
, 

In
c.

 A
ll 

ri
g
h
ts

 r
e
se

rv
e
d
. 

9

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
に
よ
る
分
析
・
評
価
➁

地
区
別
（
小
学
校
区
別
）
の
健
康
課
題
を
分
析

A
I
技
術
に
よ
り
健
康
課
題
が
生
じ
る
”
原
因
”
を
導
く

・医
療

費
が

高
い

地
区

や
、
生

活
習

慣
が

悪
い

地
区

な
ど
を

抽
出

⇒
施
策
を
実
施
す
る
地
区
の
優
先
順
位
が
付
け
ら
れ
る

・健
康

課
題

の
「原

因
」と

な
る

生
活

習
慣

を
統

計
的

に
算

出
⇒
効
果
的
・
効
率
的
な
健
康
づ
く
り
施
策
を
立
案
で
き
る

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り
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C
o
p
y
ri
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h
t 

©
 T

su
ku

b
a
 W

e
lln

e
ss

 R
e
se

a
rc

h
, 

In
c.

 A
ll 

ri
g
h
ts

 r
e
se

rv
e
d
. 

1
0

健
幸
政
策

S
W

C
-A

I
に
よ
る
分
析
・
評
価
➂

健
康
づ
く
り
事
業
の
成
果
を
定
量
的
に
評
価

S
W

C
事
例
を
基
に
し
た
施
策
の
提
案

・事
業

参
加

群
と
対

照
群

の
医

療
費

推
移

を
可

視
化

⇒
費
用
対
効
果
に
基
づ
い
た
施
策
の
ｽｸ
ﾗｯ
ﾌﾟ
＆
ﾋﾞ
ﾙﾄ
ﾞが
で
き
る

・健
康

課
題

の
改

善
が

期
待

で
き

る
施

策
を

提
示

⇒
エ
ビ
デ
ン
ス
(
事
例

)
に
基
づ
く
施
策
立
案
が
可
能
に
な
る

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
l

岩
手

県
・滝

沢
市

関
係

者
限

り

18



 

諮問第２号  

  

   個人情報取扱事務の委託の内容の変更について  

  

 次のとおり個人情報取扱事務の委託の内容を変更することについて、滝沢市個人情報保

護条例（平成９年滝沢村条例第９号）第１１条第１項の規定により滝沢市行政情報公開・

個人情報保護運営審議会の意見を求める。  

  

  令和３年９月１４日提出  

  

                              滝沢市長 主濱 了  

  

  

１ 個人情報取扱事務の名称及び内容  

（１）名称  

   地域資源振興事業（旧  ふるさと納税推進事業） 

（２）内容  

地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号）の施行により、「地

方創生」の一環として、納税の地域間格差の是正を目的とした「ふるさと納税」制度

が平成２０年から開始された。ふるさと納税制度を推進することで、特産品の普及及

び地域資源の掘り起こし並びに寄附の拡大を図るものである。  

現在の「ふるさと納税」制度は、納税している国民が、出身地の自治体や応援した

い自治体に寄附を行うことにより、翌年の個人住民税所得割の約２割を上限とする金

額が所得税と合わせて控除される制度となっている。 

  

２ 所管課等  

  経済産業部観光物産課 

  

３ 個人情報取扱事務の委託に係る内容の変更について  

（１）変更の理由  

ふるさと納税の拡大のため、ポータルサイトを増設することに伴う変更である。本

件について、令和２年３月１０日付け滝総第１５０９００８号（諮問第６号）で、答

申され承認を得ているものであるが、実際の委託契約の締結に際し、一部異なる点が

あったことから改めて承認を求めるもの。  

なお、次号に記載する内容以外については、変更がないことを申し添える。  

（２）変更内容  

 変更前 変更後 

収納代行業務  楽天株式会社  株式会社トラストバンク  

1



 

 株式会社さとふる  
楽天グループ株式会社（旧楽天

株式会社）  

 

ベリトランス株式会社（現ＤＧ

フィナンシャルテクノロジー株

式会社）  

株式会社アイモバイル  

 トヨタファイナンス株式会社  株式会社さとふる  

 株式会社東北 JCB  

 株式会社トラストバンク  

ベリトランス株式会社（現ＤＧフィナンシャルテクノロジー株式会社）、トヨタ

ファイナンス株式会社及び株式会社東北ＪＣＢについては、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２第６項に規定する指定代理納付者である。指定代理納

付者は、寄附者との契約関係に基づき、寄附者に代理して納付する立場であって、本

市との委託関係にはないため削除するもの。  

株式会社アイモバイルは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５

８条第１項の規定による収納事務の受託者である。収納事務の受託者は、本市との委

託契約に基づき、本市に代理して収納するものであるため、加えるもの。  

（３）委託の開始時期  

令和３年１０月１日から開始予定  

 

2



H28.1改正様式様式（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

□ □ ■ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ ■ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 ■ 有 □ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

■ □

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

□ 第 号 〕

〕

第 号 〕

□ 無〔審議会承認 第 6 号 令和2年3月10日 〕

電子計算機処理の有無

■ 有
システム名称
等

ふるさと納税Ｄｏ

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

■ 有

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

犯罪歴〔

■ 無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

法令等〔

障害 趣味・嗜好 学業成績

身体状況 希望する返礼品

健康状況 家庭状況 各種試験成績

病歴 居住状況 勤務成績

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に
関する情報

学歴 取引状況

性別 資格 公的扶助

婚姻暦

メールアドレス

続柄

親族関係

収入

氏名 役職・地位 財産状況

住所 職歴 納税額等状況

個人情報記録から検索し得る
個人の類型(収集対象者)

全国のふるさと納税希望者

個人情報を取り扱う目的 ふるさと納税の受入事務のため

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況
に関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先

電話番号 団体加入 負債状況

国籍・本籍 賞罰 寄附金額

生年月日・年齢

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

地域資源振興事業

特産品の普及及び地域資源の掘り起こし並びに寄附の拡大を図ること。

地方税法第３７条の２

昭和 平成 27 8 1
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H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認）第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

■ 外部提供有 □ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

■ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

　　　〔審議会承認 第 号 〕

　　　〔審議会承認 第 号 〕

■ □ 年 □

電話　　019（656）6563　　　内線4113

審議会報告

移管前の課等 企画総務部財務課 縦覧開始日 平成31年2月4日

個人情報保護管理責任者 経済産業部観光物産課長

所管課等

経済産業部観光物産課 登録番号 386

登録年月日 平成31年2月4日

事務移管日 令和2年4月1日

5 平成31年2月4日

公文書の保管期間 長期 随時廃棄

滝沢市観光協会

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、寄附金額及び希望返礼品

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報取扱事務の委託 6 令和2年3月10日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

地方税法附則第７条
寄附者在住自治体税務部署

氏名、住所、性別、生年月日・年齢、電話番号、寄附金額及び個人番号

〔省略の場合：審議会承認

条例第８条第１項第４号（審議会承認） 5 平成31年2月4日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔本人への通知：
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H28.1改正様式

№

□ □ □

■

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ ■ 〔 〕

■ □ □

□

□ □ 〔 〕

■ □ □

■

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

4 寄附金税額控除に係る申告特例通知

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

3 ワンストップ特例申請書

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

2 ふるさと納税Ｄｏ寄附管理システム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム 電子計算組織

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 ふるさと納税管理用エクセルファイル

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 地域資源振興事業

所管課等 経済産業部観光物産課
登録番号

386

5



d
o

シ
ス
テ
ム

（
LG

W
A
N
）

個
人
情
報

・整
理
番
号

・氏
名

・住
所

・生
年
月
日

・性
別

・
電
話
番
号

・メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・寄

附
金
額

・希
望
返
礼
品

寄 附 者

返
礼
品
提
供

事
業
者

各
サ
イ
ト

d
o

シ
ス
テ
ム

（イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

サ
イ
ト

運
営
業
者

寄
附
申
込

返
礼
品
送
付

寄
附
情
報

滝
沢
市

観
光
協
会

寄 附 情 報 の 共 有

発 注

返 礼 品 送 付 に 係 る

情 報 の 共 有

ト
ラ
ス
ト

バ
ン
ク

納
税
関
係
書
類
の
送
付

寄 附 情 報 の 共 有

申
告
特
例
通
知
書
送
付
の
求
め
（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
申
請
）

支
払

サ
イ
ト
利
用
契
約

業 務 委 託 契 約

納
税
情
報

・氏
名

・住
所

・
生
年
月
日

・性
別

・電
話
番
号

・寄
附
金
額

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

税
務
担
当
課

寄
附
者
の

居
住
す
る

市
町
村

個
人
情
報

管
理
番
号

・寄
附
金
額

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク

楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

株
式
会
社
さ
と
ふ
る

株
式
会
社
ア
イ
モ
バ
イ
ル

決
済
情
報
（
寄
附
者
か
ら
収
集
）

・氏
名

・住
所

・寄
附
金
額

・そ
の
他
決
済
代
行
会
社
と
寄
附
者

と
の
契
約
の
中
で
定
め
た
事
項

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク
、
ト
ヨ
タ
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
、
株
式
会
社
東

北
JC
B

楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
、

D
G
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式

会
社
（
旧
ベ
リ
ト
ラ
ン
ス
株
式
会
社
）
、

株
式
会
社
ア
イ
モ
バ
イ
ル
、
P
a
y
P
a
y

株
式
会
社

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク

楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

株
式
会
社
さ
と
ふ
る

株
式
会
社
ア
イ
モ
バ
イ
ル

指
定
代
理
納
付
者

収
納
代
行
業
者

納
付
決
済

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
・
加
盟
店
契
約

納
付

申 告 特 例 通 知 書 の 送 付

個
人
情
報

・氏
名

・住
所

・生
年
月
日

・性
別

・電
話
番
号

・寄
附
金
額

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー

立
替
払
契
約

個
人
情
報

・
整
理
番
号

・
氏
名

・
住
所

・
電
話
番
号

・
希
望
返
礼
品

個
人
情
報

・
整
理
番
号

・
氏
名

・
住
所

・
生
年
月
日

・性
別

・
電
話
番
号

・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

・
寄
附
金
額

・
希
望
返
礼
品

個
人
情
報

・
整
理
番
号

・
氏
名

・
住
所

・
生
年
月
日

・
性
別

・
電
話
番
号

・メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

・
寄
附
金
額

・
希
望
返
礼
品

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

※
寄
附
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
る
も
の
で
、

滝
沢
市
か
ら
の
委
託
関
係
に
な
い
た
め
、
審
議

会
の
対
象
外
。

例
）
ク
レ
ジ
ッ
ト
払

例
）
コ
ン
ビ
ニ
払

申
込
受
付

収
納
代
行

返
礼
品
の
発
送

寄
附
金
受
領
証
明
書
発
行
等
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諮問第３号 

 

個人情報取扱事務の委託について 

 

次のとおり個人情報取扱事務を委託することについて、滝沢市個人情報保護条例（平成

９年滝沢村条例第９号）第１１条第１項の規定により、滝沢市行政情報公開・個人情報保

護運営審議会の意見を求める。  

 

令和３年９月１４日提出 

 

滝沢市長 主濱 了     

 

１ 個人情報取扱事務の名称及び委託業務の概要  

（１）名称  

個人情報取扱事務のうち下水道管理システムを利用している次のアからオまでに

掲げる事務  

ア 浄化槽設置整備事業 

イ 下水道事業等事務  

ウ 地上権設定、所有権移転等登記事務  

エ 公共下水道供用開始通知事務  

オ 水洗化促進事務  

（２）委託業務の概要  

（１）のアからオまでに掲げる事業又は事務の執行にあたり、既存の下水道管理シ

ステムを廃止し、統合型地理情報システム（以下「ＧＩＳ」という。）から、下水道事

業に使用する土地所有者の情報の提供を受ける新たな下水道管理システムを構築する

もの。 

 

２ 所管課等  

上下水道部下水道課  

 

３ 委託先 

オリジナル設計・ナカノアイシステム特定業務コンソーシアム  

代表者 盛岡市盛岡駅前通16番21号 

オリジナル設計株式会社岩手事務所  所長 藤田成文  

 

４ 委託の内容  

（１）委託する内容（範囲）  

市が、システムの構築に必要となる情報を委託先に提供し、委託先においては、前

記１（１）アからオまでに掲げる事業・事務ごとに市が指定する内容に応じ、各種帳

票の出力及び集計が行えるようシステムの構築をし、そのシステムを市に納入する。  

1



（２）委託に含まれる個人情報  

氏名、住所、生年月日・年齢、性別、電話番号、国籍・本籍、親族関係、婚姻暦、

職業・勤務先、財産状況、課税・非課税、納税額等状況、居住状況及び口座情報  

（３）市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱（平成１０年滝沢村告示第５０号

）別表第８の該当有り（電子計算機操作業務委託） 

 

６ 委託の条件  

市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱別表第９に規定する内容を包含した

仕様書により契約を締結している。  

 

７ 委託業務の開始時期 

令和３年１月２２日から開始済み 

ただし、委託先への個人情報の提供については審議会で承認を得た後に実施する。  

2



H28.1改正様式
様式１（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

□ □ □

■ □ ■

■ □ □

□ □ □

□ □ □

■ □ □

□ □ □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 ■ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

■ ■

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

■ 第 号 〕

〕

第 号 〕

第 号〔審議会承認 〕

下水道事業予定区域内の土地家屋所有者

犯罪歴〔

法令等〔

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認 2

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

個人情報を取り扱う目的 地権者確認

性別

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

下水道事業等事務

下水道事業関係者確認のため

下水道法

昭和 平成 10 4 1

資格 公的扶助

電話番号 団体加入 負債状況

住所 職歴 納税額等状況

生年月日・年齢 学歴 取引状況

親族関係

婚姻暦

国籍・本籍 賞罰

続柄

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に関
する情報

健康状況 家庭状況 各種試験成績

身体状況

病歴 居住状況 勤務成績

障害 趣味・嗜好 学業成績

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先 収入

氏名 役職・地位 財産状況

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

■ 無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

平成10年3月23日

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

2 平成10年3月23日

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

電子計算機処理の有無

■ 有
システム名称
等

下水道管理システム及び統合型地理情報システム

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有 ■ 無

3



H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認） 第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

□ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ ■ 年 □

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

条例第８条第１項第４号（審議会承認）

滝沢市上下水道部下水道課

個人情報取扱事務の委託

公文書の保管期間 長期 10 随時廃棄

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

岩手県、契約金融機関

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

平成10年9月11日

縦覧開始日

個人情報保護管理責任者 滝沢市上下水道部下水道課長

所管課等

登録番号 355

登録年月日 平成10年9月1日

審議会報告事務移管日

移管前の課等
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H28.1改正様式

№

■ □ □

□

□ ■ 〔 〕

■ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

帳票・文書 図面 写真

フィルム

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

所管課等 滝沢市上下水道部下水道課
登録番号

355

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 下水道事業等事務

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

2 下水道事業アンケートについて

帳票・文書 図面 写真

フィルム パソコン

帳票・文書 図面 写真

フィルム

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 下水道事業説明会について

帳票・文書 図面 写真

フィルム パソコン
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H28.1改正様式
様式１（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

□ □ □

■ □ ■

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □ 〔〔〕 〕

■ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 ■ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

■ ■

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

■ 第 号 〕

〕

第 号 〕

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

地上権設定、所有権移転等登記事務

下水道事業関係者確認ため

下水道法

昭和 平成 10 4 1

収入

氏名 役職・地位 財産状況

住所 職歴 納税額等状況

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

下水道事業に伴う地上権設定、所有権移転等登記義務者

個人情報を取り扱う目的 登記資料収集

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先

電話番号 団体加入 負債状況

国籍・本籍 賞罰

生年月日・年齢 学歴 取引状況

性別 資格 公的扶助

婚姻暦

続柄

親族関係

健康状況 家庭状況 各種試験成績

病歴 居住状況 勤務成績

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に関
する情報

障害 趣味・嗜好 学業成績

身体状況

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

犯罪歴〔

■ 無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

法令等〔

〔省略の場合：審議会承認

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

有
システム名称
等

下水道台帳システム、登記・供託オンライン申請システム、統合
型地理情報システム

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔 2 平成10年3月23日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認 2 平成10年3月23日

■ 無〔審議会承認 第 号 〕

電子計算機処理の有無

■

6



H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認） 第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

□ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ ■ 年 □

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔本人への通知：

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

〔省略の場合：審議会承認

条例第８条第１項第４号（審議会承認）

〔本人への通知：

個人情報取扱事務の委託

公文書の保管期間 長期 10 随時廃棄

岩手県、契約金融機関

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報保護管理責任者 滝沢市上下水道部下水道課長

所管課等

滝沢市上下水道部下水道課 登録番号 356

登録年月日 平成10年9月1日

事務移管日 審議会報告 平成10年9月11日

移管前の課等 縦覧開始日
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H28.1改正様式

№

■ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ ■ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 地上権設定、所有権移転等登記事務

所管課等 滝沢市上下水道部下水道課
登録番号

356

2 下水道台帳システム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム システム

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 地上権関係【長期】

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム
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H28.1改正様式
様式１（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

□ □ □

■ □ ■

■ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 ■ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

□ ■

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

■ 第 号 〕

〕

第 号 〕

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

公共下水道供用開始通知事務

新しく公共下水道に接続可能になった土地所有者へ水洗化促進、下水道事業への理解を
図るため。

下水道法第９条

昭和 平成 22 1 13

収入

氏名 役職・地位 財産状況

住所 職歴 納税額等状況

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

新しく公共下水道に接続可能になった土地所有者

個人情報を取り扱う目的 水洗化促進、下水道事業への理解を図るため。

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先

電話番号 団体加入 負債状況

国籍・本籍 賞罰

生年月日・年齢 学歴 取引状況

性別 資格 公的扶助

婚姻暦

続柄

親族関係

健康状況 家庭状況 各種試験成績

病歴 居住状況 勤務成績

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に関
する情報

障害 趣味・嗜好 学業成績

身体状況

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

犯罪歴〔

■ 無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

法令等〔

〔省略の場合：審議会承認

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

有
システム名称
等

下水道管理システム及び統合型地理情報システム

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔 2 平成10年3月23日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認 2 平成10年3月23日

■ 無〔審議会承認 第 号 〕

電子計算機処理の有無

■
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H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認） 第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

□ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ ■ 年 □

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔本人への通知：

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

〔省略の場合：審議会承認

条例第８条第１項第４号（審議会承認）

〔本人への通知：

個人情報取扱事務の委託

公文書の保管期間 長期 10 随時廃棄

岩手県、契約金融機関

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報保護管理責任者 滝沢市上下水道部下水道課長

所管課等

滝沢市上下水道部下水道課 登録番号 359

登録年月日 平成22年1月13日

事務移管日 審議会報告

移管前の課等 縦覧開始日

10



H28.1改正様式

№

■ □ □

□

□ ■ 〔 〕

■ □ □

□

□ ■ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 公共下水道供用開始通知事務

所管課等 滝沢市上下水道部下水道課
登録番号

359

2 公共下水道水洗化促進について

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム パソコン

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 公共下水道供用開始について

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム パソコン

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム
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H28.1改正様式
様式１（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

□ □ □

■ □ ■

■ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 ■ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

□ ■

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

■ 第 号 〕

〕

第 号 〕

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

水洗化促進事務

公共下水道処理区域内で未水洗化対象者への水洗化の啓蒙、促進を図るため

下水道法

昭和 平成 22 1 13

収入

氏名 役職・地位 財産状況

住所 職歴 納税額等状況

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

公共下水道処理区域内の未水洗化家屋所有者

個人情報を取り扱う目的 水洗化の啓蒙、促進を図るため

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先

電話番号 団体加入 負債状況

国籍・本籍 賞罰

生年月日・年齢 学歴 取引状況

性別 資格 公的扶助

婚姻暦

続柄

親族関係

健康状況 家庭状況 各種試験成績

病歴 居住状況 勤務成績

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に関
する情報

障害 趣味・嗜好 学業成績

身体状況

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

犯罪歴〔

■ 無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

法令等〔

〔省略の場合：審議会承認

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

有
システム名称
等

下水道管理システム及び統合型地理情報システム

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔 2 平成10年3月23日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認 2 平成10年3月23日

■ 無〔審議会承認 第 号 〕

電子計算機処理の有無

■

12



H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認） 第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

□ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ □ 年 □

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔本人への通知：

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

〔省略の場合：審議会承認

条例第８条第１項第４号（審議会承認）

〔本人への通知：

個人情報取扱事務の委託

公文書の保管期間 長期 随時廃棄

岩手県、契約金融機関

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報保護管理責任者 滝沢市上下水道部下水道課長

所管課等

滝沢市上下水道部下水道課 登録番号 360

登録年月日 平成22年1月13日

事務移管日 審議会報告

移管前の課等 縦覧開始日

13



H28.1改正様式

№

■ □ □

■

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 水洗化促進事務

所管課等 滝沢市上下水道部下水道課
登録番号

360

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 公共下水道処理区域内未水洗化対象者ファイル

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム

帳票・文書 図面 写真

磁気ディスク・テープ等

フィルム
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H28.1改正様式
様式１（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 □ ■ 年 月 日

の個人情報

□ ■ □

■ □ ■

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ □

□ ■ □

□ □ □

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 □ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

■ □

□ 〕

□ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

□ 第 号 〕

〕

第 号 〕

電子計算機処理の有無

■ 有
システム名称
等

下水道管理システム及び統合型地理情報システム

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有 ■ 無

無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先 収入

氏名 役職・地位 財産状況

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

■

身体状況

病歴 居住状況 勤務成績

障害 趣味・嗜好 学業成績

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に関
する情報

健康状況 家庭状況 各種試験成績

親族関係

婚姻暦

国籍・本籍 賞罰

続柄

資格 公的扶助

電話番号 団体加入 負債状況

住所 職歴 納税額等状況

生年月日・年齢 学歴 取引状況

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

浄化槽設置整備事業

生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止

滝沢市水洗便所設置費補助金交付規則

昭和 平成 1 2 9

補助金交付申請者及び関係者

犯罪歴〔

法令等〔

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

個人情報を取り扱う目的

性別

第 号〔審議会承認 〕
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H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認） 第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ □ 年 □

平成10年9月11日

縦覧開始日

個人情報保護管理責任者 下水道課長

所管課等

登録番号 219

登録年月日 平成10年9月1日

審議会報告事務移管日

移管前の課等

条例第８条第１項第４号（審議会承認） 2

下水道課

個人情報取扱事務の委託

公文書の保管期間 長期 随時廃棄

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

岩手県、契約金融機関

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認 2 平成10年2月23日

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

平成10年2月23日
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H28.1改正様式

№

■ □ □

■

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1
浄化槽設置整備事業補助金交付申請者及び関係者ファイ
ル

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

所管課等 下水道課
登録番号

219

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 浄化槽設置整備事業

帳票・文書 図面 写真

フィルム

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等
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既
存

下
水
道
管
理

シ
ス
テ
ム

下
水
道
管
理
シ
ス
テ
ム
業
務
構
築
フ
ロ
ー

既
存

庁
内
住
基
シ
ス
テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

浄 化 槽 設 置 整 備 事 業

下 水 道 事 業 等 事 務

水 洗 化 促 進 事 務

公 共 下 水 道 供 用 開 始 通 知 事 務

地 上 権 設 定 、 所 有 権 移 転 等 登 記 事 務

既
存

統
合
型
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

既
存

住
民
基
本
台
帳

シ
ス
テ
ム

道
路
台
帳
シ
ス
テ
ム

河
川
台
帳
シ
ス
テ
ム

上
水
道
台
帳
シ
ス
テ
ム

下
水
道
管
理
シ
ス
テ
ム

・浄
化
槽
設
置
整
備
事
業

・下
水
道
事
業
等
事
務

…
 …

 …

【
市
民
課
か
ら
下
水
道
課
へ
提
供
さ

れ
る
個
人
情
報
】

①
住
所
、
②
地
番

※
シ
ス
テ
ム
構
築
に
必
要
な
た
め
、

下
水
道
課
か
ら
委
託
先
へ
提
供

委
託
先

旧

新
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諮問第４号  

 

   個人情報取扱事務の委託について  

 

 次のとおり個人情報取扱事務を委託することについて、滝沢市個人情報保護条例（平成

９年滝沢村条例第９号）第１１条第１項の規定により滝沢市行政情報公開・個人情報保護

運営審議会の意見を求める。  

 

   令和３年９月１４日提出  

 

滝沢市長 主濱 了   

 

 

１ 個人情報取扱事務の名称及び委託業務の概要  

（１）名称  

   期日前・不在者投票事務  

（２）内容  

   衆議院議員総選挙、参議院議員選挙その他の選挙を執行する際、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号。以下「法」という。）第４８条の２の規定及び第４９条によ

り、期日前投票及び不在者投票を行わせることができる。  

   選挙人が期日前投票及び不在者投票を行う場合、期日前・不在者投票所において、

選挙人が当該期日前・不在者投票所において期日前投票及び不在者投票を行うことの

できる要件を満たしているか、選挙人名簿により確認を行う必要がある。  

   本市では、選挙人名簿の確認、期日前投票及び不在者投票を行おうとする事由等の

記録を行うため、期日前・不在者投票システム（以下「投票システム」という。）を

利用しており、期日前・不在者投票事務においても投票システムを利用している。  

   期日前・不在者投票事務は、投票システムを利用し、期日前投票及び不在者投票を

行おうとする選挙人の要件を確認するとともに、期日前投票及び不在者投票を行おう

とする事由及び投票用紙の交付の有無について記録を行うものである。  

 

２ 所管課  

  滝沢市選挙管理委員会事務局  

 

３ 委託先  

  選挙執行の都度、入札又は見積徴収により選定する。  

 

４ 委託の内容  

（１）委託する内容  

   市は、委託先に執行しようとする選挙に伴い調製を行った選挙人名簿を登録した投

票システムを利用できる端末を期日前・不在者投票所に設置する。  
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   委託先においては、期日前・不在者投票所において投票システムの端末を操作し、

期日前投票を行う選挙と選挙人名簿を対照し、期日前投票を行おうとする事由及び投

票用紙の交付の有無を投票システムに記録する。  

（２）委託に含まれる個人情報  

   名簿番号、氏名、住所、世帯番号、生年月日、年齢、性別  

（３）市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱（平成１０年滝沢村告示第５０号

）別表第８の該当  

   有り（電算処理入力業務）  

 

５ 委託の条件  

  市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱別表第９の規定に従い、委託に係る

仕様書を作成する。  

 

６ 委託の開始期間  

  法第４８条の２及び第４９条の規定による期日前投票及び不在者投票を行う期間  

  （直近では、令和３年に執行が予定される第４９回衆議院議員総選挙に伴う期日前投

票）  
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H28.1改正様式
様式１（規則第４条関係）（第１面）

名　　　称

目　　　的

根拠法令等

開始年月日 ■ □ 年 月 日

の個人情報

□ ■ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

■ □ □

□ □ □

□ □ □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

■ □ □

□ ■ □

■ □ □

■ □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

□ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕 □ 〔〔〕 〕

 個人番号(マイナンバー)利用の有無 □ 有 ■ 無

〔根拠法令等：番号利用法別表第１ 第 項　又は 独自利用条例 第 条〕

□ 〔 〕

□ 〔 〕

□ 〕

□ 〕

□ 〕

□ 審議会承認〔 第 号 〕

■ ■

□ 〕

■ 〕

□ 〕

第 号 〕

□ 〕

□ 〕

□ 第 号 〕

〕

第 号 〕

電子計算機処理の有無

■ 有
システム名称
等

期日前・不在者投票システム

□ 無
オンライン結合
による提供の有
無

□ 有 ■ 無

無

社会的差別の原因となる社会的身分〔

取り扱
う理由

個人情報の収集先及び収
集の方法

　本人 本人以外

本人以外から収集する場合の条例該当条項、具体的方法等

条例第７条第３項第１号（法令等）〔

条例第７条第３項第２号（本人同意）〔

条例第７条第３項第６号（審議会承認）〔

条例第７条第３項第３号（緊急）〔本人への通知：

条例第７条第３項第５号（他の実施機関からの提供）〔

条例第７条第３項第４号（客観的事実）〔

思想、信条等に関する個
人情報の取扱い

□ 有

思想、信条及び宗教

人種及び民族

個人情報の項目名

ア　戸籍、住民記録に関す
る情報

イ　学歴・職業等経歴、社
会活動に関する情報

ウ　財産、所得等経済状況に
関する情報

整理番号(ｼｽﾃﾑで使用するもの) 職業・勤務先 収入

氏名 役職・地位 財産状況

個人番号(マイナンバー)
等の取扱い

■

身体状況

病歴 居住状況 勤務成績

障害 趣味・嗜好 学業成績

エ 身体、健康状態等心身
に関する情報

オ　生活状況に関する情報 カ 知識、技術及び能力に関
する情報

健康状況 家庭状況 各種試験成績

学歴 取引状況

親族関係

婚姻暦

国籍・本籍 賞罰

続柄

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿

個人情報
取扱事務

期日前投票・不在者投票事務

期日前投票・不在者投票の実施

公職選挙法第４８条の２及び第４９条

昭和 平成 25 4 15

個人情報記録から検索し得
る個人の類型(収集対象者)

個人情報を取り扱う目的 期日前投票・不在者投票の実施に係る選挙人名簿による本人確認のため

性別

期日前投票者・不在者投票者

犯罪歴〔

法令等〔

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

資格 公的扶助

電話番号 団体加入 負債状況

住所 職歴 納税額等状況

生年月日・年齢

第 号〔審議会承認 〕
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H28.1改正様式

□ 目的外利用有 ■ 所管課等のみでの利用（目的外利用無）　　

目的外利用有の場合の条例該当条項、利用する所管課等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　利用先：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　利用先：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 条例第８条第１項第４号（審議会承認） 第 号 〕

　利用先：

〕

第 号 〕

□ 外部提供有 ■ 外部提供無

外部提供有の場合の該当条項、提供先、提供する個人情報項目名等

□ 条例第８条第１項第１号（法令等）

〔法令名： 〕

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第２号（本人同意）

　提供先：

　項目名：

□ 条例第８条第１項第３号（緊急）

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

□ 第 号 〕

　提供先：

　項目名：

〕

第 号 〕

■ 委託有〔審議会承認 第 号 〕 □ 委託無

□ □ 年 ■

平成10年9月11日

縦覧開始日

個人情報保護管理責任者 選挙管理委員会事務局長

所管課等

登録番号 335

登録年月日 平成10年9月1日

審議会報告事務移管日

移管前の課等

選挙管理委員会事務局

条例第８条第１項第４号（審議会承認）

個人情報取扱事務の委託

公文書の保管期間 長期 随時廃棄

個人情報を提供する範囲
（外部提供の有無）

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認

（第２面）

個人情報を利用する範囲
（目的外利用の有無）

〔省略の場合：審議会承認

〔本人への通知：

〔本人への通知：

〔省略の場合：審議会承認
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H28.1改正様式

№

■ □ □

■

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

□ □ □

□

□ □ 〔 〕

文　　書　　等　　の　　名　　称 記　　録　　形　　態

1 選挙人名簿

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

フィルム

帳票・文書

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

フィルム

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

（第３面）

個 人 情 報 取 扱 事 務 の 文 書 目 録

事務の名称 期日前投票・不在者投票事務

帳票・文書 図面 写真

フィルム

図面 写真

フィルム

帳票・文書 図面 写真

選挙管理委員会事務局
登録番号

335

帳票・文書 図面 写真

フィルム

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

磁気ディスク・テープ等

所管課等
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   第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回最高裁判所裁判官国民審査執行に伴う  

   期日前投票所事務仕様書（案）  

 

１ 目的  

  本仕様書は、令和３年  月  日執行の第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回最

高裁判所裁判官国民審査に係る期日前投票所運営事務の委託に当たって必要な事項を定

めるものである。  

 

２ 期日前投票所（従事場所）  

（１）ビッグルーフ滝沢（滝沢市下鵜飼１－１５）  

（２）葉の木沢山活動センター（滝沢市葉の木沢山４６０－１）  

 

３ 期間及び従事時間  

（１）ビッグルーフ滝沢  

  ア 期間  

    令和３年   月  日（火）から令和３年   月  日（土）までの１２日間  

    ただし、   月  日（火）は現地での説明及び研修のみとする。  

  イ 従事時間  

    午前８時１５分から午後８時３０分まで  

    ただし、   月  日（火）は１５時３０分から１７時までとする。  

（２）葉の木沢山活動センター  

  ア 期間  

    令和３年   月  日（金）から令和３年   月  日（土）までの９日間  

    ただし、   月  日（金）は現地での説明及び研修のみとする。  

  イ 従事時間  

    午前８時１５分から午後８時３０分まで  

    ただし、   月  日（金）は１５時３０分から１７時までとする。  

 

４ 業務内容及び人員配置  

  期日前投票所は、投票管理者（市職員）、職務代理者（市職員）、立会人２名（住民

）、事務従事者で運営し、事務従事者のうち下記の係については委託により従事する者

とする。  

 

（１）案内係  

  投票手続き、宣誓書への記載方法等についての案内及び確認、投票所内が密とならな

いように選挙人の誘導を行う。  

  また、新型コロナウイルス感染症対策として、選挙人に手指消毒の実施を依頼すると

ともに、定期的に備品等の消毒を行う。  

（２）受付係  

  投票受付システムにより、選挙人の本人確認及び投票受付処理を行う。（選挙人の持

資料２ 
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参する入場券に印刷されているバーコードを読み取る、又は宣誓書に記載された氏名及

び生年月日を入力し、受付ける。）  

（３）投票用紙交付係  

  受付後の選挙人へ投票別に投票用紙を交付する。また、入場券（又は宣誓書）を回収

する。（原則、衆議院議員小選挙区の１枚を１名、衆議院議員比例代表及び最高裁判所

裁判官国民審査の２枚を１名が交付する。）  

 

※原則、案内係及び受付係に各１名、投票用紙交付係に２名が必ず従事できる割り当てと

すること。ただし、投票所の繁閑に応じて、適宜配置を変える等の対応をすること。  

※人員配置については、別紙を参照の上、受託者において必要人員を確保するとともに配

置予定表を作成し、及び管理すること。また、受託者は配置シフトについて、業務開始

期間の前日までに作成し、委託者に提出すること。  

※期間内で複数の係に従事して差し支えない。ただし、業務を交代する際は、必ず次の従

事者へ投票受付システムの操作方法、当該業務の内容、受付数の状況等を説明し、業務

が滞ることのないように引き継ぐこと。  

（例１：従事者Ａ    月  日から  日までは案内係、  月   日から  日まで

は投票用紙交付係）  

（例２：従事者Ｂ    月  日に午前８時１５分から午後１時までは受付係、午後１時

から午後５時までは案内係）  

※ビッグルーフ滝沢に従事する者の   月  日及び葉の木沢山活動センターに従事する

者の  月  日の従事は、現地での説明及び研修のみとし、従事時間区分に関わらず

に、委託者が指定する時間とする。（指定する時間は、各日の午後３時３０分から午後

５時までを予定している。）  

※休憩時間は、繁忙が予想される午前１２時から午後１時まで及び午後５時半から午後６

時半までの時間をなるべく避けること。  

※受付係及び投票用紙交付係は、投票受付システム上の記録と投票用紙の交付状況を定期

的に相互に確認し合い、投票別の受付人数と投票用紙交付枚数に誤りがないように十分

に注意すること。  

※期日前投票所において代理投票が行われる場合は、投票管理者は従事者のうちから投票

の証明を行うものを指名することから、従事中に氏名及び住所を署名する場合がある。  

 

５ 個人情報等の保護  

（１）業務上知りえた情報は絶対に漏らし、話題にしないこと。従事期間を終えた後も同

様とする。  

（２）支給品、データ、書類等の漏洩、滅失などがないように適正に管理すること。また

、これらを業務以外の目的に複写、複製、第三者への提供及び外部へ持ち出してはな

らない。  

（３）個人情報取扱に関する誓約書を提出すること。  

 

６ 従事上の注意  
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（１）従事に当たっては、従事開始日の初日に行う現地での説明及び研修を必ず受けるこ

と。  

（２）従事に当たっては、現地での説明及び研修の内容について十分に理解し、その内容

に従うこと。なお、従事中に疑義が生じた場合は、自ら判断をすることなく、速やか

に投票管理者の指示を仰ぐこと。  

（３）従事中は、選挙人に対して常に気を配り、失礼となる行動をしないこと。  

（４）従事中の服装は、スーツ等の着用は義務付けない。ただし、服装や頭髪等について

清潔感のある公務にふさわしい身だしなみを心がけること。（派手な色や模様のシャ

ツ、ノースリーブ、ミニスカート、華美なものは控えること。なお、市職員は１０月

１５日までクールビズ期間として、ノーネクタイで従事する。）  

（５）従事時間を厳守すること。  

（６）業務内容について、委託者の説明及び指示に従うこと。  

（７）従事期間の前より体調管理に十分に注意し、従事期間中は従事開始時間前に体温を

測定し、体調管理表に記録すること。（体調管理表は従事者各自が管理すること。）

なお、体温測定時に３７．５度以上となった場合又は風邪症状等が見られる場合は速

やかに代替要員と従事を替わること。  

（８）従事中は新型コロナウイルス感染症対策のため、常にマスクを着用し、定期的に手

指消毒を行うこと。  

 

７ その他  

  この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上解決を図るもの

とする。  
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[ここに入力] 他市町村の投票事務の委託状況について [ここに入力] 

市町村名 契約の形態 内容 
選挙区分 

（【 】内は投票日） 

神奈川県 

横浜市 

人材派遣契約 期日前投票所事務 

（１）案内・記載指導係 

（２）受付・名簿照合係 

（３）投票用紙交付係 

令和３年度横浜市長選

挙【令和３年８月２２

日】 

北海道 

札幌市 

労働者派遣契約 期日前投票所事務補助業務 

（１）各期日前投票所における受付、案内、投票

用紙交付等の事務 

（２）場内整理係、代理投票補助の事務 

（３）投票開始前の準備及び投票終了後の片付け 

第２５回参議院議員通

常選挙【令和元年７月

２１日】 

神奈川県 

逗子市 

業務委託契約 期日前不在者投票所事務等 

（１）期日前不在者投票所における投票事務（パ

ソコンによる名簿確認、選挙人対応、投票用

紙交付、投票記載台への案内・電話対応等） 

（２）当日投票所業務（パソコンによる名簿確認

、選挙人対応、投票用紙交付、投票記載台へ

の案内等） 

（３）開票所業務（投票用紙の開披及び分類後の

混入票点検） 

衆議院議員総選挙及び

最高裁判所裁判官国民

審査【令和３年秋（予定

）】 

神奈川県 

大和市 

労働者派遣契約 期日前投票事務等 

（１）期日前投票業務（受付→投票用紙交付） 

（２）不在者投票受付業務（他市不在者投票の処

理） 

（３）不在者投票受付事務（市内選挙人の不在者

投票の処理） 

（４）代理投票受付事務 

（５）期日前投票所の案内 

投票所業務 

（１）選挙当日の投票業務 

（２）選挙当日投票所の案内 

（３）代理投票受付事務 

（４）投票所の設営・撤収作業 

事務局補助業務 

（１）選挙準備業務 

（２）選挙後の撤収作業 

第２５回参議院議員通

常選挙【令和元年７月

２１日】 

大阪府 

枚方市 

労働者派遣契約 期日前投票所における案内、受付（パソコン操作

含む）、場内整理、投票用紙交付等の投票事務 

第２５回参議院議員通

常選挙【令和元年７月

２１日】 

 

資料３ 
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